
■託送供給料金の算定について 

 

託送供給料金は，ネットワークの利用に伴う託送料金とそれに附随して発生する電気の供給に対

しての料金で構成されています。 

 

これらの料金の算定方法については，経済産業省令（一般電気事業託送供給約款料金算定規則）

に基づいています。 

 

ネットワークの利用に伴う託送料金についての具体的な算定の流れについては，次のようになっ

ています。 

 

（ステップ１） 

当社が電気事業を行うために必要な原価全体（総原価）を算定（→下図の全体のコストに相当）。 

 

 

（ステップ２） 

総原価のなかから，託送を実施するために必要なコスト（送電・高圧配電関連費）を特定 

（→下図の太枠のコストに相当）。 

 

 

（ステップ３） 

送電･高圧配電関連費のなかから，使用形態を反映して特別高圧需要および高圧需要に該当す

る送電･高圧配電関連費を特定し，これにより託送料金を設定（→下図の網掛のコストを特定）。 
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（ステップ１）～（ステップ３）までの流れは次のようになっています。 

 

（ステップ１） 
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（ステップ２） 
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（ステップ３） 

 

              

             

 

この送電･高圧配電関連費をもとに託送料金を設定 

一般管理費の７部門への配分 

送電･高圧配電

関連費の特定 

特別高圧需要，高圧需要に該当する送電･高圧配電関連費を特定 

電源開発促進税等をそれぞれに配分 

購入販売項目を該当する各部門に配分 
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１ 託送料金算定の流れ 

 

（ステップ１）総原価の算定 

 

○原価算定期間において特定規模需要と供給約款対象需要に電気を供給するために必要なコスト

（総原価）を算定します。 

 

・総 原 価 

   原価額（億円） 構成比（％） 

  人 件 費 ２，０６９ ９．４ 

総  燃 料 費 ７，５１４ ３４．２ 

 支 修 繕 費 ２，２１２ １０．１ 

  資 本 費 ４，３５０ １９．８ 

原  公 租 公 課 １，６０４ ７．３ 

 出 購 入 電 力 料 １，８３８ ８．３ 

  そ の 他 経 費 ２，７２５ １２．４ 

価  計 （ ａ ） ２２，３１２ １０１．５ 

 控 除 収 益 （ ｂ ） ３３３ １．５ 

 差 引 純 原 価 （ ａ － ｂ ） ２１，９７９ １００．０ 

原価算定期間：平成２０年度 

 

○算定された総原価を，電気事業会計規則に則り費用の発生源を基準とした８部門に整理します。 

 

（８部門の構成） 

〔電 源〕水力発電部門，火力発電部門，原子力発電部門 

〔送変電〕送電部門，変電部門 

〔配 電〕配電部門 

〔販 売〕販売部門 

〔共 通〕一般管理部門 

 

○これにより，総原価が電気の流れを踏まえた各段階に適切に整理されることとなります。なお，

会計規則と同様に８部門に整理できない等の理由により保留された原価のうち，購入販売項目に

ついては該当する各部門に配分されることとなり，その他の原価については，８部門に整理され

た原価から送電･高圧配電関連費が特定された後に配分されることとなります。 



（ステップ２）送電･高圧配電関連費の特定 

 

○総原価をもとに，託送を行うために必要な原価（送電･高圧配電関連費）を特定します。送電･

高圧配電関連費の特定にあたっては，電気事業会計規則に基づく原価の整理をもとにＡＢＣ会計

手法を用いて算定しています。 

 

（ＡＢＣ会計手法） 

複数の部門に共通に関連する費用（共通経費）について，次の段階に分けて複数の部門に整理してい

く手法です。 

①〔直課〕特定部門にすべて整理させることができる費用を抽出し，該当部門に整理。 

②〔帰属〕それ以外の費用については，その費用を複数部門に配分させるための，客観的かつ合理的な

基準（活動帰属基準：コストドライバー）を設定し，該当部門に整理。 

③〔配賦〕客観的かつ合理的な基準を設定できない費用については，代理的な比率によって複数部門に

配分。 

 

○送電・高圧配電関連費の特定にあたっては， 

①一般管理費の７部門への配分 ⇒ ②７部門から送電･高圧配電関連費の抽出 

というステップを踏みます。 

 

①一般管理費の７部門への配分 

 

一般管理費は，７部門の共通経費的なものである管理部門の経費や本支店等の費用が整理さ

れており，これらをＡＢＣ会計手法によって７部門に配分することとなります。 

 

（例）一般管理費における「養成費」の配分 

・実務研修費といったいずれかの部門に固有な研修費を整理（例えば，配電研修所における研修

費については配電費に整理）。…直課 

・直課ができない各部門横断的な研修費については，コストドライバーを「各部門の人員数」と

して，その比率で各部門に配分。…帰属 
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 送電部門  変電部門  配電部門  販売部門  
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（1,732 億円） 
 （1,705 億円）  （1,023 億円）  （2,727 億円）  （1,241 億円）  

          

    一般管理部門      

 

 



②７部門から送電･高圧配電関連費の抽出 

 

７部門に整理された原価から，託送を行うために必要な原価（送電･高圧配電関連費）を抽出

します。各部門に整理された原価において，その一部が送電･高圧配電関連費である部門につ

いては，ＡＢＣ会計手法によって送電･高圧配電関連費を抽出します。 

 

（送電･高圧配電関連費としてすべてが対象となる部門） 

 

◇送電部門 

送電部門  送電･高圧配電関連費 

 

◇変電部門 

変電部門のコストはすべて送電･高圧配電関連費の対象となりますが，お客さまの利用設

備の差異を料金に反映するため，受電用変電サービス費と配電用変電サービス費にコストを

配分します。 

変電部門 
 受電用変電ｻｰﾋﾞｽ費  

送電･高圧配電関連費 
 配電用変電ｻｰﾋﾞｽ費  

 

（受電用変電サービス） 

・受電用変電サービスとは，変電に係るサービスのうち，特別高圧の範囲で電気を搬送

するのに必要なサービスです。 

 

(配電用変電サービス) 

・配電用変電サービスとは，変電に係るサービスのうち，高圧で電気を搬送するのに必

要なサービスです。 

 

 



（送電･高圧配電関連費として一部が対象となる部門） 

 

◇水力発電部門，火力発電部門，原子力発電部門 

これらの部門からアンシラリーサービス費を抽出し，送電･高圧配電関連費に整理します。 

水力発電部門 

火力発電部門 

原子力発電部門 

 ｱﾝｼﾗﾘｰｻｰﾋﾞｽ費  送電･高圧配電関連費 

 それ以外  送電･高圧配電非関連費 

 

（アンシラリーサービス） 

・アンシラリーサービスとは，系統の周波数や電圧など電気の品質を維持するために，

発電設備により瞬間的な負荷変動に応じて数十秒単位で出力調整し，系統を安定化させ

る機能のことです。 

・この機能はネットワークの維持に不可欠なものであり，この機能に係るコストは電源

部門に含まれています。 

・算定にあたっては，需要変動調整機能を有する水力・火力発電所の固定的なコストの

うち，アンシラリーサービスのために必要な容量に相当する部分をアンシラリーサービ

ス費として特定しています。 

 

 

◇配電・販売部門 

 高圧配電費，需要家費およびﾈｯﾄﾜｰｸ給電費を抽出し，送電・高圧配電関連費に整理します。 

配電部門 

 高圧配電費  送電･高圧配電関連費 

 低圧配電費  送電･高圧配電非関連費 

 
需要家費 

 

送電･高圧配電関連費 

販売部門 

  

 ﾈｯﾄﾜｰｸ給電費  

 それ以外  送電･高圧配電非関連費 

 

（高圧配電サービス） 

・高圧配電サービスとは，配電に係るサービスのうち，高圧で電気を搬送するのに必要

なサービスです。 

（需要家サービス） 

・需要家サービスとは，電気の計量，集金等に係るサービスです。 

（ネットワーク給電サービス） 

・ネットワーク給電サービスとは，ネットワークにより安定的に電気を送電するための

系統運営に係るサービスです。 

 

 

 

 



・送電･高圧配電関連費の抽出額 

水力発電部門  送電部門         

火力発電部門           

原子力発電部門           

 

 

 

 

 

送電･高圧配電関連費（5,689 億円） 
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（ステップ３）特別高圧需要および高圧需要に該当する送電･高圧配電関連費の特定 

 

○送電･高圧配電関連費から，特別高圧需要および高圧需要に該当する送電･高圧配電関連費を特

定します。特定にあたっては，特別高圧需要，高圧需要および低圧で電気の供給を受けるお客さ

まの使用形態（最大電力，電力量等）を反映した配分比率によります。 

 

○このように配分された特別高圧需要，高圧需要に該当する送電･高圧配電関連費に，電源開発促

進税や事業税といった保留されていた原価のうち，特別高圧需要および高圧需要の送電･高圧配

電関連費に該当する分を抽出し，これらを足し合わせることにより最終的な特別高圧需要，高圧

需要に該当する送電･高圧配電関連費が特定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別高圧需要に該当する送電･高圧配電関連費（806 億円） 

 

 

 

○特別高圧需要および高圧需要に該当する送電･高圧配電関連費は，電気の購入先（電力会社か特

定規模電気事業者）にかかわらず特別高圧および高圧のネットワークから電気を受けるすべての

お客さまに等しくご負担していただくよう算定されます。 

 

高圧需要に該当する送電･高圧配電関連費 （2,137 億円） 

特別高圧需要該当分：180 億円 

高圧需要該当分  ：243 億円 

（電源開発促進税   ：353 億円） 

送電･高圧配電関連費（5,689 億円） 

保留した原価（電源開発促進税など） 

 

 

 

 

特別高圧需要該当分：627 億円 

高圧需要該当分 ：1,893 億円 



２ 託送供給約款料金の設定 

 

①接続送電サービス 

 

○託送供給約款に基づき接続送電サービスを利用されるお客さまに対する料金は，経済産業省令

に基づき，特別高圧需要および高圧需要に該当する送電・高圧配電関連費をもとに，基本料金

と電力量料金に分けた二部料金に設定しています。 

 

○また，標準料金に加え，送電設備の昼夜間の利用形態を評価した時間帯別料金を選択料金とし

て設定しています。 

 

   基本料金 

（1kW あたり 1月につき） 

電力量料金（1kWh あたり） 

   昼間時間 夜間時間 

接続送電 

サービス料金 

高圧で 

供給する場合 

標準料金 ４４６．２５円 ２．７２円 

時間帯別料金 ４４６．２５円 ３．０６円 ２．１５円 

特別高圧で 

供給する場合 

標準料金 ３３６．００円 １．２６円 

時間帯別料金 ３３６．００円 １．３９円 １．０９円 

（注）消費税等相当額を含む。 

 

（最大の供給電力が夜間に発生する場合の基本料金） 

接続送電サービス契約電力が昼間時間接続送電サービス契約電力を上回る部分について当該料金の３０％を適用

します。 

 

○平成２３年５月１日以降の電力量料金については，電源線に係るコストを送電・高圧配電関連

費の対象外とする託送料金算定ルールの見直しを反映し，上記の料金から高圧で０．０３円／

ｋＷｈ，特別高圧で０．０２円／ｋＷｈを，それぞれ引き下げています。 

 

 



②負荷変動対応電力 

 

○負荷変動対応電力は，特定規模電気事業者の発電がその供給先である特定規模電気事業者の需

要に対応できない場合に当社が供給する電力です。 

 

○負荷変動対応電力料金は，経済産業省令に基づき，発電原価にあたる変動範囲関連費をもとに，

変動範囲内電力料金および変動範囲超過電力料金を設定しています。 

 

○なお，それぞれの電力料金は従量料金に設定しています。 

 

○また，変動範囲超過電力料金は，夏季昼間時間，その他季昼間時間および夜間時間の電気の使

用形態を評価した時間帯別料金としています。 

 

 
電力量料金 

（1kWh あたり） 

負荷変動対応 

電力料金 

変動範囲内 

電力料金 

 

１０．９４円 

変動範囲超過 

電力料金 

昼間時間 

夏季 
 

４０．２０円 

その他季 
 

３２．９４円 

夜間時間 
 

３０．１６円 

（注）消費税等相当額を含む。 

 

 


